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都道府県労働局長殿

基発 0410第 7号

平成27年4月 10日

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

労働基準局の組織の変更等について

本省の組織について、別添のとおり「厚生労働省組織規則の一部を改正する

省令（平成27年厚生労働省令第 90号）」が平成 27年4月10日に公布され、同

日に施行されたところである。

この改正により、労働基準局においては、総務課に過労死等防止対策企画官

の設置等が行われたので、通知する。



施
行
目
前
に
旧
雇
保
則
第
百
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
一
般
職
業
訓
練
又
は
有
期
実
習
型
訓
練
在

住
す
る
事
業
主
に
対
す
る
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
．

ロ
撞
位
日
目
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下

「
旧
趨
甥
則
」
と
い
う
J

第
七
条
の
二
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置
の
実
施
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
中
小

建
設
事
詣
を
に
対
す
る
建
設
労
働
者
確
保
育
成
助
成
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
．

日
施
行
日
首
ぞ
旧
建
労
則
第
七
条
町
二
第
一
号
チ
の
規
定
に
よ
り
建
設
労
働
者
確
保
育
成
助
成
金
の
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
さ
る
こ
と
と
な
っ
た
職
業
訓
練
推
進
団
体
に
対
す
る
建
設
労
働
者
確
保
育
成
助
成
金
の
支
給
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
一
に
よ
る
．

O
厚
生
労
働
省
令
第
八
九
号

i

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
厚
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
障
害
者
の
雇
用
の
：
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
．

平

成

二

十

七

年

四

月

十

日

一

厚

生

労

働

大

臣

塩

崎

恭

久

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
一
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す

2
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う

に

改

正

す

る

．

〆

附
則
第
三
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を

Wえ
る
．

（
平
成
二
十
七
年
四
月
十
日
以
後
の
障
害
安
野
助
等
助
成
金
等
の
支
給
に
関
す
る
措
置
）

I

第
三
条
の
五
第
二
十
条
の
障
害
者
介
助
等
助
成
笠
（
第
二
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
J
に
つ
い

て
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
十
日
以
後
に
同
号
。
魚
定
に
よ
り
障
害
者
介
助
等
助
成
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
と
と
な
っ
た
事
業
主
に
対
し
て
は
当
分
＠
伺
機
構
に
お
い
て
支
給
し
な
い
．

2

第
二
十
条
の
障
害
者
介
助
等
助
成
金
（
第
二
十
条
。
ι
「
一
第
一
項
第
二
号
ホ
に
係
る
も
の
に
限
る
J

に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
七
年
四
月
十
日
以
後
に
同
号
ホ
の
規
定
に
よ
弘
届
障
害
者
介
助
等
助
成
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
さ
る

こ
と
と
な
っ
た
事
業
主
に
対
し
て
は
、
当
分
の
問
、
機
構

U
4
い
て
支
給
し
な
い
．
た
だ
し
、
同
日
前
に
雇
用
し
て

い
る
陣
害
者
に
対
し
、
同
年
七
月
九
固
ま
で
に
同
号
ホ
に
規
定
岬
る
医
師
の
委
嘱
を
行
っ
た
事
業
主
に
対
す
る
支
給

で
あ
っ
て
、
当
該
障
害
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
」
の
限
札
が
な
い
．

3

第
二
十
条
の
障
害
者
介
助
等
劫
成
金
（
第
二
十
条
の
二
第
一
項
寵
Y
号
へ
に
係
る
も
の
に
限
る
J

に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
七
年
四
月
十
日
以
後
に
同
号
へ
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
介
見
原
助
成
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
っ
た
事
業
主
に
対
し
て
は
、
当
分
の
問
、
機
構
に
お
い
て
支
周
回
な
い
．
た
だ
し
、
同
目
前
に
雇
用
し
て

い
る
陣
害
者
に
対
し
、
同
年
七
月
九
日
ま
で
に
同
号
へ
に
規
定
す
る
障
害
者
十
あ
る
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
た
め
に

必
要
な
職
業
生
活
に
関
す
る
相
談
及
び
指
導
の
業
務
を
専
門
に
担
当
す
る
者
の
一
置
又
は
委
嘱
を
行
っ
た
事
業
主
に

対
す
る
支
給
で
あ
っ
て
、
当
該
障
害
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

K
ぃ。

4

第
二
十
条
の
障
害
者
介
助
等
助
成
金
（
第
二
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ト
に
係
る
－
の
に
限
る
J

に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
七
年
四
月
十
日
以
後
に
岡
号
ト
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
介
助
等
助
成
金
面
支
伎
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
っ
た
事
業
主
に
対
し
て
は
、
当
分
の
問
、
機
構
に
お
い
て
支
給
し
な
い
。
た
だ
M
K

同
目
前
に
雇
用
し
て

い
る
同
号
ト
に
規
定
す
る
在
宅
勤
務
障
害
者
に
対
し
、
同
年
七
月
九
固
ま
で
に
同
号
ト
に
規
安
守
る
在
宅
勤
務
障
害

者
の
雇
用
管
理
及
び
業
務
管
理
の
業
務
を
担
当
す
る
者
の
配
置
又
は
委
嘱
を
行
っ
た
事
業
主
に
殺
す
る
支
給
で
あ
っ

て

、

当

該

障

害

者

に

係

る

も

の

に

つ

い

て

は

こ

の

限

り

で

な

い

．

／

5

第
二
十
条
の
こ
の
こ
の
職
場
適
応
援
助
者
助
成
金
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
七
年
四
月
十
日
以
後
ゆ
億
二
十
条
の

こ
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
職
場
適
応
援
助
者
に
よ
る
援
助
を
実
施
す
る
こ
と
と
｝
任
事
業
主

に
対
し
て
は
、
同
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
職
場
適
応
援
助
者
に
よ
る
援
助
を
実
施
す
る
こ
と
と
た
障

害
者
に
係
る
も
の
に
限
り
、
当
分
の
問
、
機
構
に
お
い
て
支
給
し
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
．
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O
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
号

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
徳
第
九
十
七
号
）
第
十
八
条
第
三
項
、
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
二
十
一
条

第
三
項
並
び
に
厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
第
百
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
百
五
十

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
並
び
に
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）

及
び
労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
．

平

成

二

十

七

年

四

月

十

日

厚

生

労

働

大

臣

塩

崎

恭

久

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
一
一
十
人
」
を
「
十
九
人
」
に
改
め
る
．

第
二
十
一
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
推
進
室
並
び
に
」
を
削
り
、
同
条
第
二

項
中
「
、
予
防
接
種
」
の
下
に
「
｛
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
も
の
を
除
〈
。
）
」
を
加
え
、
「
、
他
課
及
び
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
推
進
室
」
を
「
及
び
他
課
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
同
条

第
四
項
と
す
る
．

第
二
十
六
条
町
見
出
し
を
「
（
麻
薬
対
策
企
画
官
及
び
薬
物
取
締
調
整
官
こ
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
と
す
る
J
」

白
下
に
「
弐
ひ
薬
物
取
締
調
整
官
一
人
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
．

3

薬
物
取
締
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
麻
薬
等
及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
に
関
す
る
取

締
り
に
関
す
る
重
要
事
項
目
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
当
た
る
．

第
三
十
条
の
見
出
し
中
「
及
び
主
任
労
働
保
険
専
門
調
査
官
」
を
「
、
主
任
労
働
保
険
専
門
調
査
官
及
び
過
労
死
等

防
止
対
策
企
画
官
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
主
任
労
働
保
険
専
門
調
査
官
一
人
」
を
「
並
び
に
主
任
労
働
保

険
専
門
調
査
官
及
び
過
労
死
等
防
止
対
策
企
画
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
．

6

過
労
死
等
防
止
対
策
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
過
労
死
等
の
防
止
の
た
め
の
対
策
に
関
す
る
特
定
事
項
の
企
画

共
ひ
立
案
並
び
に
調
整
に
当
た
る
．

第
五
十
九
条
の
見
出
し
中
「
自
立
推
進
・
指
導
磁
査
室
」
の
下
に
「
並
び
に
生
活
保
護
制
度
改
革
推
進
官
」
を
加
え
、

同
条
第
一
項
中
「
自
立
推
進
・
指
導
監
査
室
」
白
下
に
「
並
び
に
生
活
保
護
制
度
改
革
推
進
官
」
を
、
「
特
別
医
療
扶
助

指
導
検
査
宮
」
白
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

5

生
活
保
護
制
度
改
革
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
生
活
保
護
に
関
す
る
特
定
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整

に
関
す
る
こ
と
を
行
う
．

第
五
百
十
七
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
．

第
五
百
十
九
条
第
二
号
中
「
後
世
代
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
試
験
並
び
に
こ
れ
ら
に
」
を
「
こ
れ
に
」
に
改
め
、

同
条
第
五
号
中
「
安
全
性
試
験
結
果
の
総
合
評
価
及
び
こ
れ
」
を
「
試
験
結
果
に
基
づ
く
安
全
性
の
総
合
的
な
予
測
及

び
評
価
、
動
物
実
験
代
替
法
の
評
価
、
化
学
物
質
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
加
工
、
解
析
、
評
価
、
蓄
積
及

び
提
供
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
百
二
十
五
条
に
お
い
て
「
化
学
物
質
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
収
集
等
」
と
い
う
J

並
び
に
化
学
物
質
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
収
集
等
に
必
要
な
情
報
の
調
査
並
び
に
こ
れ
ら
」
に
改
め
る
．

第
五
百
二
十
条
中
西
部
及
び
一
室
」
を
「
五
部
」
に
、
「
総
合
評
価
研
究
室
」
を
「
安
全
性
予
測
評
価
部
｝
に
改
め

る．
第
五
百
二
十
二
条
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
安
全
性
予
測
評
価
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
J
」
を
加
え
る
．

第
五
百
二
十
五
条
の
見
出
し
中
「
総
合
評
価
研
究
室
」
を
「
安
全
性
予
測
評
価
部
」
に
改
め
、
同
条
中
「
総
合
評
価

研
究
室
」
を
「
安
全
性
予
測
評
価
部
」
に
、
「
安
全
性
試
験
結
果
の
総
合
評
価
及
び
こ
れ
」
を
「
試
験
結
果
に
基
づ
く
安

全
性
の
総
合
的
な
予
測
及
び
評
価
、
動
物
実
験
代
替
法
の
評
価
、
化
学
物
質
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
収
集
等
及
び

こ
れ
に
必
要
な
情
報
の
調
査
並
び
に
こ
れ
ら
」
に
改
め
る
．

第
七
百
九
条
中
「
管
理
課
ご
乞
「
酔
酷
輔
査
誤
」
に
改
め
る
・

第
七
百
十
条
の
ニ
の
二
第
一
号
中
「
医
療
課
」
の
下
に
「
、
調
査
諜
」
を
加
え
、
「
規
定
す
る
も
の
」
の
下
に
「
（
関
東

信
越
厚
生
局
第
五
分
室
、
第
七
分
室
及
び
第
九
分
室
を
除
〈
J
」
を
加
え
る
。

υ 



第
七
百
十
条
の
こ
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
．

（
年
金
審
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
条
の
ニ
の
五
年
金
審
査
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
．

一
政
府
が
管
掌
す
る
厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
の
被
保
険
者
等
に
関
す
る
記
録
の
訂
正
の
請
求
に
関
す
る
こ

と
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
地
方
年
金
記
録
訂
正
審
議
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
．

第
七
百
十
条
の
三
第
一
号
中
「
及
び
年
金
管
理
課
」
を
「
、
年
金
管
理
課
、
年
金
審
査
課
及
び
分
室
（
第
七
百
三
十

五
条
の
二
に
規
定
す
る
も
の
の
う
ち
、
関
東
信
結
厚
生
局
第
五
分
室
、
第
七
分
室
及
び
第
九
分
室
に
限
る
J
」
に
改
め
、

同
条
第
八
号
中
「
規
定
す
る
も
の
」
の
下
に
「
（
関
東
信
越
厚
生
局
第
五
分
室
、
第
七
分
室
及
び
第
九
分
室
を
除
く
。
こ

を
加
え
る
．

第
七
百
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
規
定
す
る
も
の
」
の
下
に
「
（
関
東
信
越
厚
生
局
第
五
分
室
、
第
七
分
室
及
び

第
九
分
室
を
除
く
。
こ
を
加
え
る
．

第
七
百
十
条
の
四
の
二
第
二
号
中
「
及
び
年
金
管
理
課
」
を
「
年
金
管
理
謀
、
年
金
審
査
課
及
び
分
室
（
第
七
百

三
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
も
の
の
う
ち
、
関
東
信
越
厚
生
局
第
五
分
室
、
第
じ
分
室
弐
ひ
第
九
分
室
に
限
る
．
こ
に

改
め
る
．

第
七
百
三
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
掲
げ
る
も
の
」
の
下
に
「
（
関
東
信
越
厚
生
局
第
五
分
室
、
第
七
分
室
及
び
第
九

－
分
室
に
あ
っ
て
は
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
そ
れ
以
外
の
分
室
に
あ
っ
て
は
第
一
号
か
ら
第
四
号

一
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
J
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
．

↑
五
政
府
が
管
掌
す
る
厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
の
被
保
険
者
等
に
関
す
る
記
録
の
訂
正
の
請
求
に
関
す
る
こ

一
と
翼
ひ
に
こ
れ
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
．

一
六
地
方
年
金
記
録
訂
正
審
議
会
の
庶
務
（
地
方
年
金
記
録
訂
正
審
議
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
係
る
部
分
に
限
る
J

一
に
関
す
る
こ
と
．

一
第
七
百
三
十
五
条
の
二
第
三
項
中
「
第
五
分
室
及
び
第
六
分
室
」
を
「
第
六
分
室
及
び
第
八
分
室
」
に
改
め
、
同
条

一
第
四
項
中
「
第
一
項
各
号
」
を
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
岳

一
5

関
東
信
越
厚
生
局
の
第
五
分
室
、
第
七
分
室
及
び
第
九
分
室
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
二
課
を
置
く
。

一

管

理

課

一

調

査

課

一
6

第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
管
理
課
及
び
調
査
課
に
お
け
る
分
掌
は
、
関
東
信
越
厚
生
局
長
が

一
定
め
る
．

一
第
七
百
三
十
八
条
中
「
第
七
百
十
条
の
こ
の
四
」
の
下
に
「
第
七
百
十
条
の
こ
の
五
」
を
加
え
る
。

一
第
七
百
四
十
条
中
「
健
康
福
祉
課
」
を
「
酔
融
鰭
韻
」
に
改
め
る
・

一
第
七
百
四
十
一
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

一
（
年
金
審
査
課
の
所
掌
事
務
）

一
第
七
百
四
十
一
条
の
四
年
金
審
査
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
．

一
一
政
府
が
管
掌
す
る
厚
生
年
金
保
険
其
ひ
国
民
年
金
の
被
保
険
者
等
に
関
す
る
記
録
の
訂
正
の
請
求
に
関
す
る
こ
と

一
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
．

一
二
地
方
年
金
記
録
訂
正
審
議
会
の
庶
務
（
地
方
年
金
記
録
訂
正
審
議
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
係
る
部
分
に
限
る
J
に

一
関
す
る
こ
と
．

一
第
七
百
四
十
五
条
の
ニ
第
一
号
及
び
第
七
百
四
十
五
条
の
四
第
二
号
中
門
年
金
管
理
課
」
の
下
に
「
、
年
金
審
査
課
」

一
を
加
え
る
．

一
第
七
百
六
十
四
条
第
二
項
中
「
東
京
労
働
局
及
び
大
阪
労
働
局
」
を
「
宮
城
労
働
局
、
埼
玉
労
働
局
、
東
京
労
働
局
、

一
新
潟
労
働
局
、
愛
知
労
働
局
、
大
阪
労
働
局
、
広
島
労
働
局
、
香
川
労
働
局
及
び
福
岡
労
働
局
」
に
改
め
る
。

一
第
七
百
八
十
五
条
及
び
第
七
百
八
十
六
条
第
三
項
中
「
北
海
道
労
働
局
」
の
下
に
「
、
宮
城
労
働
局
」
を
加
え
る
．

一
第
七
百
九
十
七
条
の
見
出
し
中
「
審
査
室
］
の
下
に
「
並
び
に
行
政
執
行
法
人
審
査
官
」
を
、
同
条
第
一
項
中
「
審

一
査
室
」
の
下
に
「
並
び
に
行
政
執
行
法
人
審
査
官
一
人
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項

一
中
「
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
（
行
政
執
行
法
人
審
査
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
こ
を
加
え
、
問
項
を
同
条
第

五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
．
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第
五
分
室

4

行
政
執
行
法
人
審
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一
労
働
組
合
法
施
行
令
〔
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
処
分
に
関
す

る
こ
と
．

二
行
政
執
行
法
人
の
職
員
の
労
働
関
係
に
係
る
不
当
労
働
行
為
の
審
査
並
び
に
行
政
執
行
法
人
の
不
当
労
働
行
為

に
関
す
る
裁
判
所
に
対
す
る
通
知
及
び
訴
訟
に
関
す
る
こ
と
．

三
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
盲
五
十
七
号
｝
第
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
認
定
及
び
告
示
並
び
に
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
白

第
七
百
九
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
．

（
行
政
執
行
法
人
室
及
び
個
別
労
働
関
係
紛
争
業
務
支
援
室
）

第
七
百
九
十
七
条
町
二
委
員
会
の
事
務
局
調
整
第
一
課
に
、
行
政
執
行
法
人
室
を
置
く
．

2

行
政
執
行
法
人
室
は
、
行
政
執
行
法
人
の
行
う
業
務
に
関
す
る
労
働
争
議
の
実
情
調
査
並
び
に
あ
っ
せ
ん
、
調
停

及
び
仲
裁
に
関
す
る
事
務
（
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
．

3

行
政
執
行
法
人
室
に
、
室
長
を
置
く
．

4

委
員
会
の
事
務
局
調
整
第
一
課
に
、
個
別
労
働
関
係
紛
争
業
務
支
援
室
を
置
く
．

5

個
別
労
働
関
係
紛
争
業
務
支
援
室
は
、
都
道
府
県
労
働
委
員
会
が
行
う
場
合
に
お
け
る
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解

決
の
促
進
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
の
助
言
及
び
指
導
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
a

6

個
別
労
働
関
係
紛
争
業
務
支
援
室
に
、
室
長
を
置
く
。

別
表
第
三
の
二
関
東
信
越
厚
生
局
の
部
中
「
第
九
分
室
」
を
「
第
十
二
分
室
」
に
、
「
第
八
分
室
」
を
「
第
十
一
分
室
」

に
、
「
第
七
分
室
」
を
「
第
十
分
室
」
に
、
「
第
六
分
室
」
を
「
第
八
分
室
」
に
改
め
、
同
表
第
八
分
室
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
．

〔
明
品
川
門
凶
問

l
H川
駅
門
い
］

別
表
第
三
の
二
関
東
信
越
厚
生
局
の
部
中
「
第
五
分
室
」
を
「
第
六
分
室
」
に
改
め
、
同
表
第
六
分
室
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
．

一
出
凶
ハ
門
凶
闘
い
H
I剖
門
U

別
表
第
三
の
二
関
東
信
越
厚
生
局
の
部
第
四
分
室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
．

一

一

一

一

千
葉
市

千
葉
県

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
．

E
…
労
働
省
令
第
九
十
一
号

行
政
働
胡
蔵
院
定
員
令
（
問
和
田
十
四
年
政
令
第
百
二
十
一
号
〕
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
令
を

実
施
す
る
た
め
、
圃
志
嘉
昭
圃
省
定
員
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
．

平
成
二
十
七
年
四
月
七

dv
’F

厚
生
労
働
大
臣
塩
崎
恭
久

厚
生
労
働
省
定
員
規
則
の
一
部
ぜ
蔽
匡
す
る
省
令

厚
生
労
働
省
定
員
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
一
偏
信
裕
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
本
省
の
項
中
コ
ニ
一
、
六
O
九
人
］
を
ゴ
子
t
F
六
六
二
人
」
に
改
め
、
同
表
中
央
労
働
委
員
会
の
項

中
「
一
一
一
一
人
」
を
「
一

O
O
人
」
に
改
め
、
同
表
合
計
の
項
中
J
1
z
f
七
二
一
人
」
を
「
＝
二
、
七
六
二
人
」
に

改
め
る
。

4

，，F

附

則

J
F

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
省
定
員
規
瑚

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。に）



厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

O
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）

（抄）

（傍線の部分は改正部分）

る 41〔削 （削 3 2 第 2 第

）る （略） 課他の｜｜ ）に。｜｜ 予防接 置く。 二十ー
（ 

+ 務訟官 条ニ （ 情報情感る

予防署室報の 染症 ） 
所関 条

（略） 人三を 務課総 公
理管 報情 掌す種室

にる 結
置く に、 文書室開に管 属対は

核感 及
当理 す策 び
た官

る の接予防 染症
感染症 公情報 及広びる』± も企。 、

の画 課
命 除を及び 種

報管情
文書室開 報並室び

改を
、

芦Jι之 く立新
予防ft 。案 型 理

正て ）並イ 接 官 及に、
をびン 種 び企

結 つにフ 室
報広室 及画官 案

核感 か望ノレ 及びさエ
染 どにン

感染 並び
症 る関ザ

企びに 訟務官課 。すに 症
の る関 情

所掌 務事 する 報タ回均

事
他（ のも 理

務 官

関 人 及
す を び

61 51 41 3 2 第 2 第
る す策 属関推二理（

+ 務訟官＝ 三条 （ 情報公情感新 る の 新 （略 すす予進
報染型 も 』Aニ型

るも 事る 接防 室並の 症 イ の 画 イ
管情ン を 及 ン の務種室 び
理報フ 除 び フ を（に
に管ノレ く立 ノレ

除他は感核雲症 及び 置く に
当理エ 。案 ニ工

〈局 重富管た宮ン
） 

並 ン

）つを 他課及、 接種予防 課に
新型 情報 及ぴるはザ を び ザ。 、対 Jコ 対 イ 公広

命策 色、
調整 策推 ン

文書室間 報室並び
現を推 さ かび に理 フ

受進 どに 進 さ新 関官予 ノレ
け室 る関 室 ど型 すー接防 ＝工
てに 。す I土 るイ る人 ン 及に、 、

る
、 。－:,, 

対策 を種 ザ び企
結室 事 新 フ

の置く 及室 対策推
広報並室 官及画び

1，丁－ 
核感 長を 務 型 ノレ

（ イ 二三 企 び
染置 他 ン ン 画 新 進
症く 局 フ サ。 及 型 室

企びに 訟務官課
。

及 ノレ 対 び イ 並
の び ニE 策 立 ン び
所 他 ン

推進 案並
フ

画官掌 課 ザ ノレ
事 の 室 び ここ

務
所掌 す関, 

のに ン

霊童 ザ
関 る

対策 及
す 属 対 にに び

ー l

l) 



（
麻
薬
対
策
企
画
官
及
び
薬
物
取
締
調
整
官
）

第
二
十
六
条
監
視
指
導
・
麻
薬
対
策
課
に
、
麻
薬
対
策
企
画
官
一
人
（
関
係
の
あ

る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
刻
訓
剰
刺
閥
鮒

調
整
官
一
人
を
置
く
。

2 

（略）

3J 

薬
物
取
締
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
麻
薬
等
及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
に

規
創
引
刻
樹
矧
剰
刺
凶
闘
引
引
制
綱
引
叫
闘
利
引
劃
到
割
珂
州
制
岡
刻
叫
剖
剥
制

び
に
調
整
に
当
た
る
。

（
石
綿
対
策
室
並
び
に
労
働
保
険
専
門
調
査
官
、
主
任
労
働
保
険
専
門
調
査
官
及

び
過
労
死
等
防
止
対
策
企
画
官
）

第
三
十
条
総
務
課
に
、
石
綿
対
策
室
並
び
に
労
働
保
険
専
門
調
査
官
九
人
劃
剖
叫

封
倒
矧
倒
倒
闘
朝
問
調
到
創
刻
叶
剖
矧
刻
矧
刷
出
矧
剣
剖
岡
割
引
利
引
判
↓
刈
を

置
く
。

2
1
5
 

no 

（略）

過
労
死
等
防
止
対
策
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
過
労
死
等
の
防
止
の
た
め
の

対
剣
叫
闘
利
引
矧
矧
割
到
叫
創
岡
刻
訓
剖
剰
制
訓
叫
調
劉
凶
割
削
剥
叫

（
自
立
推
進
・
指
導
監
査
室
並
び
に
生
活
保
護
制
度
改
革
推
進
官
及
び
特
別
医
療

扶
助
指
導
検
査
官
）

第
五
十
九
条
保
護
課
に
、
自
立
推
進
・
指
導
監
査
室
並
び
に
生
活
保
護
制
度
改
革

一
推
進
官
及
び
特
別
医
療
扶
助
指
導
検
査
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

（略）

2
1
4
 

FD 

生
活
保
護
制
度
改
革
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
生
活
保
護
に
関
す
る
特
定
事

の

2 

（略）

-2 -

（
麻
薬
対
策
企
画
官
）

第
二
十
六
条
監
視
指
導
・
麻
薬
対
策
課
に
、
麻
薬
対
策
企
画
官
一
人
（
関
係
の
あ

る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
、
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
置
く
。

（
新
設
）石

綿
対
策
室
並
び

労
働
保
険
専
門
調
査
官
及
び
主
任
労
働
保
険
専
門
調
査
官

総
務
課
に
、
石
綿
対
策
室
並
び
に
労
働
保
険
専
門
調
査
官
九
人
刻
剖
剖

任
労
働
保
険
専
門
調
査
官
一
人
を
置
く
。

第
三
十
条

。，uf》
民
d

（略）

（
新
設
）

（
自
立
推
進
・
指
導
監
査
室
及
び
特
別
医
療
扶
助
指
導
検
査
官
）

第
五
十
九
条

保
護
課
に
、
自
立
推
進
・
指
導
監
査
室
及
び
特
別
医
療
扶
助
指
導
検

査
官
一
人
を
置
く
。

η。
｛
3
A品
τ

（略）

（
新
設
）

( '¥ 

u 



項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
を
行
う
o

no 

（略）

（
安
全
情
報
部
の
所
掌
事
務
）

第
五
百
十
七
条
安
全
情
報
部
は
、
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
の
所
掌
事
務
の

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

（略）

（
削
る
）

三
（
略
）

（
安
全
性
生
物
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
）

第
五
百
十
九
条
安
全
性
生
物
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研

究
所
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

（略）
関
連
物
質
の
薬
理
学
的
試
験
及
び
こ
れ
に
必
要
な
研
究
を
行
う
こ
と
。

四

（略）

五

関
連
物
質
に
関
す
る
試
験
結
果
に
基
づ
く
安
全
性
の
総
合
的
な
予
測
及
び
評

価

1
馴
制
剰
刺
何
割
嗣
州
制
倒
1
倒
剰
刺
創
叫
封
創
出
叫
闘
判
引
制
制
州
制
銅

、
加
工
、
解
析
、
評
価
、
蓄
積
及
び
提
供
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
百
二
十
五

条
に
お
い
て
「
化
学
物
質
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
収
集
等
」
と
い
う
。
）

並
び
に
化
学
物
質
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
収
集
等
に
必
要
な
情
報
の
調
査

並
び
に
こ
れ
ら
に
必
要
な
研
究
を
行
う
こ
と
。

れ

5

（略）

-3 -

（
安
全
情
報
部
の
所
掌
事
務
）

第
五
百
十
七
条
安
全
情
報
部
は
、
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
の
所
掌
事
務
の

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

（略）

四｜
供

（ 並 ｜ 化
略間学
）に｜物

こ｜質
れ｜の
ら｜安
に｜全
必｜性
要｜に
な｜関
情｜す
報｜る
の｜情
調l報
査｜の
及｜収
び｜；集
研｜、
究｜加
を｜工
行l 、
う｜解
こ｜析
と｜、
。l 蓄

積
及
び
提

（
安
全
性
生
物
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
）

第
五
百
十
九
条
安
全
性
生
物
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研

究
所
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

（略）

二
関
連
物
質
の
薬
理
学
的
試
験
及
び
後
世
代
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
試
験
並

び
に
こ
れ
ら
に
必
要
な
研
究
を
行
う
こ
と
。

四

（略）

玉

関
連
物
質
に
関
す
る
安
全
性
試
験
結
果
の
総
合
評
価
及
び
こ
れ
に
必
要
な
研

究
を
行
う
こ
と
。

CJ 



（
安
全
性
生
物
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
に
置
く
部
等
）

第
五
百
二
十
条
安
全
性
生
物
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
に
、
次
の
到
制
を
置
く
。

毒
性
部

薬
理
部

病
理
部

変
異
遺
伝
部

安
全
性
予
測
評
価
部

（
薬
理
部
の
所
掌
事
務
）

第
五
百
二
十
二
条
薬
理
部
は
、
安
全
性
生
物
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
の

う
ち
、
関
連
物
質
の
薬
理
学
的
試
験
及
び
こ
れ
に
必
要
な
研
究
を
行
う
こ
と
」
剖

剣
倒
引
測
嗣
倒
判
例
刑
制
叫
尉
引
引
制
叫
剖
剛
引
叶
J
ー
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
安
全
性
予
測
評
価
部
の
所
掌
事
務
）

安
全
性
予
測
評
価
部
は
、
安
全
性
生
物
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の

第
五
百
二
十
五
条

所
掌
事
務
の
う
ち
、
関
連
物
質
に
関
す
る
試
験
結
果
に
基
づ
く
安
全
性
の
総
合
的

な
予
測
及
び
評
価
、
動
物
実
験
代
替
法
の
評
価
、
化
学
物
質
の
安
全
性
に
関
す
る

情
報
の
収
集
等
及
び
こ
れ
に
必
要
な
情
報
の
調
査
並
び
に
こ
れ
ら
に
必
要
な
研
究

を
行
う
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
地
方
厚
生
局
に
置
く
課
）

第
七
百
九
条
地
方
厚
生
局
に
、
健
康
福
祉
部
及
び
麻
薬
取
締
部
に
置
く
も
の
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

（略）

() 

（
安
全
性
生
物
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
に
置
く
部
等
）

第
五
百
二
十
条
安
全
性
生
物
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
に
、
次
の
剛
判
別
当
封
を
置

／
＼
 

毒
性
部
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薬
理
部

病
理
部

変
異
遺
伝
部

総
合
評
価
研
究
室

（
薬
理
部
の
所
掌
事
務
）

第
五
百
二
十
二
条
薬
理
部
は
、
安
全
性
生
物
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
の

う
ち
、
関
連
物
質
の
薬
理
学
的
試
験
及
び
こ
れ
に
必
要
な
研
究
を
行
う
こ
と
を
つ

か
さ
ど
る
。

（
総
合
評
価
研
究
室
の
所
掌
事
務
）

第
五
百
二
十
五
条

総
合
評
価
研
究
室
は
、
安
全
性
生
物
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
所

掌
事
務
の
う
ち
、
関
連
物
質
に
関
す
る
到
到
倒
剖
劇
剰
刺
叫
制
創
刊
倒
利
引
斗
叫

に
必
要
な
研
究
を
行
う
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
地
方
厚
生
局
に
置
く
課
）

第
七
百
九
条
地
方
厚
生
局
に
、
健
康
福
祉
部
及
び
麻
薬
取
締
部
に
置
く
も
の
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

（略）

C) 



年
金
審
査
課

管
理
課

（略）

（
年
金
指
導
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
条
の
こ
の
こ
年
金
指
導
課
は
、
次
に
掲
伊
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
地
方
厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
健
康
福
祉
部
、
麻
薬
取
締
部
、
総
務
課
、
企
画

調
整
課
、
管
理
課
、
医
療
謀
、
調
査
課
、
福
祉
指
導
課
、
特
別
指
導
第
一
課
、

特
別
指
導
第
二
課
、
指
導
監
査
課
及
び
分
室
（
第
七
百
三
十
五
条
の
二
に
規
定

す
る
も
の
」
闘
刻
倒
樹
周
到
刷
矧
到
剣
劃
叶
剣
剖
剣
劃
剥
叫
剣
利
剣
劃
剖
剛
パ
川

。
）
に
限
る
。
）
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
総
合
調
整
に

関
す
る
こ
と
。

十

〔略）

（
年
金
審
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
条
の
二
の
五
年
金
審
査
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

」
l

劇
刷
州
制
割
引
引
用
制
剤
剣
倒
倒
刻
制
国
関
刑
剣
叫
制
倒
劇
剥
矧
叫
闘
す
る

記
録
の
訂
正
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ

ト」。
地
方
年
金
記
録
訂
正
審
議
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
条
の
三
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
地
方
厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
健
康
福
祉
部
、
麻
薬
取
締
部
、
総
務
課
、
企
画

調
整
課
、
年
金
指
導
課
、
年
金
調
整
課
1
制
剣
創
瑚
謝
可
制
剖
割
劃
剖
別
別
川
知

ぐ：

（新設）

管
理
課

（略）

（
年
金
指
導
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
条
の
こ
の
こ
年
金
指
導
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
地
方
厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
健
康
福
祉
部
、
麻
薬
取
締
部
、
総
務
課
、
企
画

調
整
課
、
管
理
課
、
医
療
課
、
福
祉
指
導
課
、
特
別
指
導
第
一
課
、
特
別
指
導

第
二
課
、
指
導
監
査
課
及
び
分
室
（
第
七
百
三
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
も
の

に
限
る
。
）
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す

る
こ
シ
』
。

十

（略）

（新設）
（
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
条
の
三
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
地
方
厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
健
康
福
祉
部
、
麻
薬
取
締
部
、
総
務
課
、
企
画

調
整
課
、
年
金
指
導
課
、
年
金
調
整
課
及
び
年
金
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

(J 
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室
（
第
七
百
三
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
も
の
の
う
ち
、
関
東
信
越
厚
生
局
第

五
分
室
、
第
七
分
室
及
び
第
九
分
室
に
限
る
。
）
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（略）

I 
七指

導
監
査
課
（
北
海
道
厚
生
局
に
あ
っ
て
は
、
医
療
課
）
及
び
地
方
厚
生
局

の
管
轄
区
域
内
の
分
室
（
第
七
百
三
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
も
の
」
闘
剰
倒

倒
用
創
刷
剣
到
到
劃
叶
剣
剖
剣
割
刻
訓
剰
刺
剣
劃
剖
附
引
叶
J
ー
に
限
る
。
）
の

所
掌
事
務
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

八
（
医
療
課
の
所
掌
事
務
）

北
海
道
厚
生
局
の
医
療
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

第
七
百
十
条
の
四

る。

（略）

東
北
厚
生
局
、
関
東
信
越
厚
生
局
、
東
海
北
陸
厚
生
局
、
近
畿
厚
生
局
、
中
国

四
国
厚
生
局
及
び
九
州
厚
生
局
の
医
療
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

四

2 

指
導
監
査
課
及
び
地
方
厚
生
局
の
管
轄
区
域
内
の
分
室
（
第
七
百
三
十
五
条

の
こ
に
規
定
す
る
も
の
」
閑
刻
倒
劇
周
到
刷
矧
到
剣
劃
寸
剣
剖
剣
劃
剥
叶
剣
州

分
室
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
行
う
業
務
に
関
す
る
事
務
の
指
導
及
び
監
督

に
関
す
る
こ
と
。

（略）

（
調
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
条
の
四
の
二

調
査
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（略）

ぐ〕

の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七

（略）

指
導
監
査
課
（
北
海
道
厚
生
局
に
あ
っ
て
は
、
医
療
課
）
及
び
地
方
厚
生
局

の
管
轄
区
域
内
の
分
室
（
第
七
百
三
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。

）
の
所
掌
事
務
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

}¥. 
（
医
療
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
条
の
四
北
海
道
厚
生
局
の
医
療
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

マ包。

（略）

東
北
厚
生
局
、
関
東
信
越
厚
生
局
、
東
海
北
陸
厚
生
局
、
近
畿
厚
生
局
、
中
国

四
国
厚
生
局
及
び
九
州
厚
生
局
の
医
療
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

四

2 

指
導
監
査
課
及
び
地
方
厚
生
局
の
管
轄
区
域
内
の
分
室
（
第
七
百
三
十
五
条

の
二
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
行
う
業
務
に
関
す
る
事
務
の
指
導
及
び

監
督
に
関
す
る
こ
と
。

（略）

（
調
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
条
の
四
の
二

調
査
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（略）

じ
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地
方
厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
健
康
福
祉
部
、
麻
薬
取
締
部
、
総
務
課
、
企
画

調
整
理
年
金
指
導
課
、
年
金
調
整
課

1
4剣
創
剖
謝
寸
剖
剣
劇
到
剰
刺
訓
剣

室
（
第
七
百
三
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
も
の
の
う
ち
、
関
東
信
越
厚
生
局
第

五
分
室
、
第
七
分
室
及
び
第
九
分
室
に
限
る
。
）
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
訴
訟
に
関
す
る
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（略）

（
地
方
厚
生
局
に
置
く
分
室
）

第
七
百
三
十
五
条
の
二
地
方
厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
次
に
掲
げ
る
も
の
」
闘
刻
伺

越
厚
生
局
第
五
分
室
、
第
七
分
室
及
び
第
九
分
室
に
あ
っ
て
は
第
五
号
及
び
第
六

号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
そ
れ
以
外
の
分
室
に
あ
っ
て
は
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地

に
、
分
室
を
置
く
。

（略）

政
府
が
管
掌
す
る
厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
の
被
保
険
者
等
に
関
す
る

記
制
叫
副
到
制
調
刻
叫
闘
利
引
U
剖
劃
叫
叫
司
利
凶
闘
利
引
制
劃
吋
闘
利
引
U

シ」。
』、一ノ 一1

四

五

会｜年

係｜記

部｜訂

樹喜

す｜地
る｜方

2 

（略）

3 

関
東
信
越
厚
生
局
の
第
六
分
室
及
び
第
八
分
室
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
二
課
を
置

ノ
＼
。

審
査
課

指
導
課

4 

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
審
査
課
及
び
指
導
課
に
お

了、）

地
方
厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
健
康
福
祉
部
、
麻
薬
取
締
部
、
総
務
課
、
企
画

調
整
課
、
年
金
指
導
課
、
年
金
調
整
課
剥
制
剤
剣
制
剖
剰
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
訴
訟
に
関
す
る
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（略）

（
地
方
厚
生
局
に
置
く
分
室
）

第
七
百
三
十
五
条
の
二
地
方
厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。

）
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
分
室
を
置
く
。

四

（略）

（新設）

（新設）

2 

（略）

3 

関
東
信
越
厚
生
局
の
第
五
分
室
及
び
第
六
分
室
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
二
課
を
置

／
＼
。

審
査
課

4 

指
導
課

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
審
査
課
及
び
指
導
課
に
お
け
る
分
掌
は
、
関
東

l) 
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け
る
分
掌
は
、
関
東
信
越
厚
生
局
長
が
定
め
る
。

5

闘
剰
伺
幽
同
封
刷
刷
矧
到
剣
劃
可
制
剖
剣
劃
及
び
第
九
分
室
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
二
課
を
置
く
。

管
理
課

調
査
課

6

第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
管
理
課
及
び
調
査
課
に
お
け
る

分
掌
は
、
関
東
信
越
厚
生
局
長
が
定
め
る
。

（
四
国
厚
生
支
局
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
三
十
八
条
四
国
厚
生
支
局
（
以
下
「
支
局
」
と
い
う
。
）
は
、
中
国
四
国

厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
第
七
百
七
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第
八
号
、
第

十
一
号
、
第
十
三
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
号
、
第
三
十
八
号
、
第
四
十
七
号
、

第
五
十
六
号
（
生
活
保
護
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
の
監

督
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
、
第
五
十
八
号
か
ら
第
六
十
五
号
ま
で
、
第
七
十

一
号
、
第
七
十
七
号
か
ら
第
八
十
二
号
ま
で
及
び
第
八
十
三
号
（
医
事
課
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
七
百
十
条
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
七
百

十
条
の
二
の
四
、
第
七
百
十
条
の
こ
の
五
並
び
に
第
七
百
十
条
の
三
第
三
号
か
ら

第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、

徳
島
県
、
香
川
県
、
愛
媛
県
及
び
高
知
県
の
区
域
に
係
る
も
の
を
分
掌
す
る
。

（略）

四
（
支
局
に
置
く
課
）

第
七
百
四
十
条

支
局
に
、
麻
薬
取
締
部
に
置
く
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
課
を

置
く
。（略）

ぐ）

信
越
厚
生
局
長
が
定
め
る
。

（新設）
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（新設）
（
四
国
厚
生
支
局
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
三
十
八
条

四
国
厚
生
支
局
（
以
下
「
支
局
」
と
い
う
。
）
は
、
中
国
四
国

厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
第
七
百
七
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第
八
号
、
第

十
一
号
、
第
十
三
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
号
、
第
三
十
八
号
、
第
四
十
七
号
、

第
五
十
六
号
（
生
活
保
護
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
の
監

督
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
、
第
五
十
八
号
か
ら
第
六
十
五
号
ま
で
、
第
七
十

一
号
、
第
七
十
七
号
か
ら
第
八
十
二
号
ま
で
及
び
第
八
十
三
号
（
医
事
課
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
七
百
十
条
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
七
百

十
条
の
二
の
四
並
び
に
第
七
百
十
条
の
三
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
徳
島
県
、
香
川
県
、
愛
媛

県
及
び
高
知
県
の
区
域
に
係
る
も
の
を
分
掌
す
る
。

四

（略）

（
支
局
に
置
く
課
）

第
七
百
四
十
条

置
く
。

支
局
に
、
麻
薬
取
締
部
に
置
く
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
課
を

（略）

仁）



年
金
審
査
課

健
康
福
祉
課

（略）

（
年
金
審
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
四
十
一
条
の
四
年
金
審
査
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
政
府
が
管
掌
す
る
厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
の
被
保
険
者
等
に
関
す
る

記
録
の
訂
正
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ

と
一一

れ
る｜地
部｜方
会｜年
に｜金
係｜記
る｜録
部｜訂
分｜正
に｜審

問警
lの

）｜庶

に｜務
関｜（
す｜地
る｜方
こ｜年
とl金。l記

録
訂
正
審
議

置

（
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
四
十
五
条
の
二
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
支
局
の
所
掌
事
務
（
麻
薬
取
締
部
、
総
務
課
、
企
画
調
整
課
、
年
金
管
理
課

、
年
金
審
査
課
、
健
康
福
祉
課
及
び
保
険
年
金
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

一一

1
七
（
略
）

（
調
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
四
十
五
条
の
四

調
査
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（略）

二
支
局
の
所
掌
事
務
（
麻
薬
取
締
部
、
総
務
課
、
企
画
調
整
課
、
年
金
管
理
課

、
年
金
審
査
課
、
健
康
福
祉
課
及
び
保
険
年
金
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
訴
訟
に
関
す
る
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ぐづ

（新設）

健
康
福
祉
課

（略）

（新設）
（
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
四
十
五
条
の
二
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
支
局
の
所
掌
事
務
（
麻
薬
取
締
部
、
総
務
課
、
企
画
調
整
課
、
年
金
管
理
課

、
健
康
福
祉
課
及
び
保
険
年
金
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す

る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（略）

七

（
調
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
四
十
五
条
の
四

調
査
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（略）

二
支
局
の
所
掌
事
務
（
麻
薬
取
締
部
、
総
務
課
、
企
画
調
整
課
、
年
金
管
理
課

、
健
康
福
祉
課
及
び
保
険
年
金
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す

る
訴
訟
に
関
す
る
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

し）
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（略）

（
総
務
部
に
置
く
課
等
）

第
七
百
六
十
四
条
総
務
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
及
び
室
を
置
く
。

（略）

2 

前
項
に
掲
げ
る
課
及
び
室
の
ほ
か
、
宮
城
労
働
局
、
埼
玉
労
働
局
、
東
京
労
働

局
副
淵
矧
倒
刷
1
到
矧
矧
倒
司
対
嗣
矧
倒
司
吋
副
湖
周
1
剖
川
矧
倒
周

及
び
福
岡
労
働
局
の
総
務
部
に
、
総
務
調
整
官
一
人
を
置
く
。

（
職
業
安
定
部
に
置
く
課
等
）

第
七
百
八
十
五
条
職
業
安
定
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
及
び
室
を
置
く
。

（略）
需
給
調
整
事
業
課
（
北
海
道
労
働
局
、
宮
城
労
働
局
、
埼
玉
労
働
局
、
千
葉
労

働
局
、
神
奈
川
労
働
局
、
静
岡
労
働
局
、
京
都
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
、
広
島

労
働
局
及
び
福
岡
労
働
局
に
限
る
。
）

（略）

（
職
業
安
定
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
八
十
六
条
職
業
安
定
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一1
十
三

（略）

2 

（略）
北
海
道
労
働
局
、
宮
城
労
働
局
、
埼
玉
労
働
局
、
千
葉
労
働
局
、
神
奈
川
労
働

局
、
静
岡
労
働
局
、
愛
知
労
働
局
、
京
都
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
、
広
島
労
働
局

及
び
福
岡
労
働
局
の
職
業
安
定
部
の
職
業
安
定
課
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ

3 

（べ

（略）

（
総
務
部
に
置
く
課
等
）

第
七
百
六
十
四
条

総
務
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
及
び
室
を
置
く
。

（略）

2 

前
項
に
掲
げ
る
課
及
び
室
の
ほ
か
、
東
京
労
働
局
及
び
大
阪
労
働
局
の
総
務
部

に
、
総
務
調
整
官
一
人
を
置
く
。

（
職
業
安
定
部
に
置
く
課
等
）

第
七
百
八
十
五
条
職
業
安
定
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
及
び
室
を
置
く
。

（略）
需
給
調
整
事
業
課
（
北
海
道
労
働
局
、
埼
玉
労
働
局
、
千
葉
労
働
局
、
神
奈
川

労
働
局
、
静
岡
労
働
局
、
京
都
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
、
広
島
労
働
局
及
び
福

岡
労
働
局
に
限
る
。
）

（略）

（
職
業
安
定
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
八
十
六
条
職
業
安
定
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一f
》
十
三

（略）

2 

（略）

3 

北
海
道
労
働
局
、
埼
玉
労
働
局
、
千
葉
労
働
局
、
神
奈
川
労
働
局
、
静
岡
労
働

局
、
愛
知
労
働
局
、
京
都
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
、
広
島
労
働
局
及
び
福
岡
労
働

局
の
職
業
安
定
部
の
職
業
安
定
課
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に

に〉
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る
事
務
並
び
に
職
業
安
定
法
第
三
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
無
料
職
業
紹
介
事
業

に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
審
査
室
並
び
に
行
政
執
行
法
人
審
査
官
並
び
に
訟
務
官
及
び
主
任
訟
務
官
）

第
七
百
九
十
七
条
委
員
会
の
事
務
局
審
査
課
に
、
審
査
室
副
叫
凶
制
酎
制
制
法
人

審
査
官
一
人
並
び
に
訟
務
官
五
人
及
び
主
任
訟
務
官
一
人
を
置
く
。

（路）

4

行
政
執
行
法
人
審
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

↓
矧
側
副
創
出
制
矧
叶
副
刺
斗
刊
剛
制
劇
剣
矧
「
副
ヨ
叶
↓
引
叶
剣
↓
一
十
六

条
の
二
に
規
定
す
る
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

ゴ
矧
劇
例
制
出
川
削
剥
周
叫
矧
倒
闘
倒
叫
倒
刻
利
剖
矧
倒
矧
剥
叫
樹
劃
劃
胡
凶

行
政
執
行
法
人
の
不
当
労
働
行
為
に
関
す
る
裁
判
所
に
対
す
る
通
知
及
び
訴
訟

に
関
す
る
こ
と
。

一一一
η
4

・nペ
U

行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百

五
刊
剖
割
剣
剛
剣
割
詞
州
制
剤
叫
利
引
制
創
剥
訓
制
剖
凶
叶
吋
同
剣
矧
剛

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

訟
務
官
は
、
命
を
受
け
て
、
不
当
労
働
行
為
に
関
す
る
裁
判
所
に
対
す
る
通
知

及
び
訴
訟
に
関
す
る
事
務
」
伺
劇
例
制
制
川
樹
劃
割
削
刷
斜
叫
尉
利
引
制
刷
剖
附

く
。
）
を
行
う
。

n
b
 

（賂）

（ ，－ 
fJ 
政
執
行
法
人
室
及

委｜び
員｜個
会｜別
の｜労
事｜｛勤
務｜関
局｜係
調｜紛
整｜争
第｜；業
一｜務
課｜支
に｜援
、i室
叶）

fJ' 
政
執
行
法
人
室
を

21 第
置｜七
く｜百
。｜九

十
七
条
の

行
政
執
行
法
人
室
は
、
行
政
執
行
法
人
の
行
う
業
務
に
関
す
る
労
働
争
議
の
実

ぐ）

職
業
安
定
法
第
三
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
無
料
職
業
紹
介
事
業
に
関
す
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

（
審
査
室
並
び
に
訟
務
官
及
び
主
任
訟
務
官
）

第
七
百
九
十
七
条

委
員
会
の
事
務
局
審
査
課
に
、
審
査
室
並
び
に
訟
務
官
五
人
及

び
主
任
訟
務
官
一
人
を
置
く
。

（略）

η
J
U

・向。
（新設）

41 

訟
務
官
は
、
命
を
受
け
て
、
不
当
労
働
行
為
に
関
す
る
裁
判
所
に
対
す
る
通
知

及
び
訴
訟
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

5J 

（略）

（新設）

心
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東関
ぴ お

置行ま法？ 
調査情

第 第四
略 略 略 第三 別個

指 け 個五
導 る )Jlj 

分 分
） 

名 ｛言
労 個 労 会も

並び
の室 室 越

働関 関す
)Jlj 

働係関
のの厚

労
事務 人室 除を生

地 係 る 働 あ称 局
方 紛 事 関 紛

調整局第 に、 ） く

てコ

厚 争務係
争業務

せ
生

務業 つを 紛争
室を

ん
局

ii 
千

略
の 援支かの 支援 長をつ 停調葉市 略

位 分 さ解 課
かさ室 室ど決 室

置く ’ ど 裁及仲びに る の l土
、

（ 

第七 室 。促進
。る

都道置 百 長に

Eリ 61 41 31 51 

十
置を す関 府県 す関

0 
玉 l くる

働委労
る千

略 略
条

務事 事務葉県 タ回宵
の

員1が'l: 、
総務

轄
係関 イコ

し、
区 ） 

て 行 課

助言の 場合う
室 の

域 を
所掌置

及に く

)31] 

新設

第 （ 

信越東関 略 略四 略

分室
名

厚生

称 局

仁〉
新設

葉千市 略
位 略

置

新設
葉千県 略 管 略

轄

区

域

-12 -



略 略
十第 第十 第十 第九 第八 第七 第六

） ） 

分室 分室 分室 分室 分室
分室 分室

略
長

新潟市
横

東尽都野市 浜市

「〕 略 神奈 神奈

JII J 11 
県 県

（ 

略
第 第 第

新 第ノ、 新
第

略 九 A 七 五
） ） 

分室 分室 分室
設

分室
設

分室

心 （ 長

新設

横

新設
略

野市 浜市

略 梨県山
新設 神奈J II 新設

東尽都

県

13 


